
令和６年度山梨県地域医療構想調整会議 
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                 日 時  令和７年３月１２日（水） 

                        午後６時３０分～ 

                         場 所    山梨県立図書館イベントスペース 

 

 

次  第 
 

１ 開 会 

 

 

２ 中北保健所長あいさつ 

 

 

３ 議 題 

 

（１）紹介受診重点医療機関について   資料１ 

 

（２）令和５年度病床機能報告の結果について  資料２ 

 

 （３）「新たな地域医療構想」の策定について  資料３ 

 

 （４）その他 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 



紹介受診重点医療機関に係る協議
（中北医療圏）

※R7.1.6時点 外来機能報告暫定データより

資料１



外来機能報告制度（紹介受診重点医療機関）について

厚生労働省HP「外来機能報告について」 1



選定の基準

【紹介受診重点外来の基準】
初診に占める重点外来の割合：40％以上
かつ再診に占める重点外来の割合：25％以上

【上記を満たさない場合】
紹介率：50％以上かつ逆紹介率40％以上

いずれの場合も「紹介受診重点医療機関の役割を
担う意向がある」ことが必要

                            （「外来機能報告等に関するガイドライン」より） 2



（令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」より）

今回の地域医療構想調整会議

【「基準を満たす・意向あり」本県の考え方】
特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関として選定する

【「基準を満たす・意向なし」本県の考え方】
当該医療機関に「意向なし」の理由を確認した上で、紹介受診重点医療機関に
選定しない

【「基準未達成・紹介率達成・意向あり」本県の考え方】
紹介率・逆紹介率の基準を達成している場合は、当該医療機関が将来紹介受診
重点外来の基準を達成するための具体策を確認した上で、紹介受診重点医療機
関として選定する

【「基準未達成・意向なし」本県の考え方】
協議の対象としない
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・山梨大学医学部附属病院
・山梨県立中央病院

・市立甲府病院・甲府共立病院
・甲府城南病院・白根徳洲会病院

・国立病院機構甲府病院

※ R7.1.6時点 外来機能報告暫定データにおいて該当する病院
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（令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」より）

協議を行い、最終的に医療機関の意向と協議
の場の結論が合致したものに限り、紹介受診
重点医療機関として公表を行う
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紹介受診重点医療機関の公表

•結果通知

ご意見取りまとめ後、知事→医療機関管理者宛てに

通知

•公表（県ホームページ）

１日付けで紹介受診重点医療機関リストを公表

                               （例：3月中に選定⇒4月1日に公表）

⇒診療報酬の起算日と公表日が一致

※地域医療構想調整会議の資料及びいただいた

ご意見等についても公表
5



【参考】「令和6年度病床機能報告　報告マニュアル＜①基本編＞」より

慢性期機能

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障
害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院さ
せる機能

病床が担う医療機能について

　毎年の病床機能報告においては、各医療機関のご判断で、病棟ごとに病床が担う
医療機能を下記４つの中から１つ選択し、ご報告いただいております。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療
密度が特に⾼い医療を提供する機能
【高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例】
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中
治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期
集中治療室など、急性期の患者に対して診療密度が特に高
い医療を提供する病棟

急性期機能
○急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向
けて、医療を提供する機能

回復期機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハ
ビリテーションを提供する機能。
○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等
の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリハビリ
テーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーショ
ン機能）
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（単位：床）

平成26年
(2014年）

令和4年
(2022年）

令和5年
(2023年）

令和7年
(2025年)

（7月1日現在） （7月1日現在） （7月1日現在）

病床機能報告
（稼働病床数）

病床機能報告
（最大使用病床数）

病床機能報告
（最大使用病床数）

増減 地域医療構想
における

必要病床数

増減

Ａ B C C－B D D－Ｃ

 高度急性期 1,167 736 704 △ 32 403 301

 急性期 1,962 1,753 1,771 18 1,353 418

 回復期 263 777 690 △ 87 1,227 △ 537

 慢性期 1,486 1,312 1,296 △ 16 1,161 135

計 4,878 4,578 4,461 △ 117 4,144 317

 高度急性期 0 0 0 0 48 △ 48

 急性期 776 503 498 △ 5 279 219

 回復期 639 876 872 △ 4 978 △ 106

 慢性期 587 363 341 △ 22 419 △ 78

計 2,002 1,742 1,711 △ 31 1,724 △ 13

 高度急性期 0 0 0 0 0 0

 急性期 310 251 314 63 78 236

 回復期 26 35 0 △ 35 102 △ 102

 慢性期 124 136 105 △ 31 83 22

計 460 422 419 △ 3 263 156

 高度急性期 11 14 14 0 84 △ 70

 急性期 866 611 624 13 318 306

 回復期 0 179 188 9 259 △ 71

 慢性期 151 81 76 △ 5 117 △ 41

計 1,028 885 902 17 778 124

 高度急性期 1,178 750 718 △ 32 535 183

 急性期 3,914 3,118 3,207 89 2,028 1,179

 回復期 928 1,867 1,750 △ 117 2,566 △ 816

 慢性期 2,348 1,892 1,818 △ 74 1,780 38

計 8,368 7,627 7,493 △ 134 6,909 584

➣医療機能を未選択の病床は含まず。

※

・

時点の異なる病床機能報告の数値については、以下の点から、単純に比較すべき性質のものではないと考えられるため、「増減」は「参考」扱い
とする。

医療機能の区分の基準は定性的なものであり、あくまでも医療機関の自主的な判断によるものであること。

富士・東部

総計

病床機能別の集計結果の概要

構想区域 医療機能

中北

峡東

峡南
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地域医療構想推進事業費補助金

区 分 ［施設整備］ ［設備整備］

補助

事業者

病院 病院、有床診療所

※  回復期リハ病棟や回復期を担う地域包括ケア病棟への転換、在宅療養支援診療所等の

施設基準の取得など、一定の補助要件あり

※ 設備整備のうち患者搬送用車両は、「地域連携診療計画加算（診療情報提供料Ⅰ）」

の届出を行っている又は届出準備中の医療機関が対象

対象

事業

平成26年7月2日以降に該当する診療

報酬施設基準の届出を行った又は届出

に向けて準備中の場合、回復期機能の

病棟等として必要な施設整備

（病室、処置室、機能訓練室、廊下 等)

回復期リハビリテーション機能、急性期を経過し

た患者の受入機能又は在宅患者の急変時の

受入機能の強化のための設備整備

（機械浴槽、リハビリ機器、患者搬送車両 等)

※1品30千円以上

補助率 1/2 1/2

基準額

①病床機能転換に係る施設整備

【新･増改築】  9,000千円/病床

【改修等】       6,288千円/病床

×転換病床数×補助率

②病床削減に伴う施設整備

 5,022千円/病床

×削減病床数×補助率

12,000千円/施設

(患者搬送車両は5,000千円)

×補助率

※過去に当該補助金を受けた場合は、総額の事

 業費12,000千円までが対象となります。

 単年度ごとに12,000千円ではありません。

地域医療介護総合確保基金事業の概要

全  県

高度急性期 1,178 535

急性期 3,914 2,028

回復期 928 2,566

慢性期 2,348 1,780

8,368 床 6,909 床

平成26年7月時点

病床機能報告の集計結果

平成37年（2025年）

地域医療構想における必要病床数

計 計

※該当する場合は事前に医務課へご相談ください。
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病床機能再編支援事業給付金のご案内 

 

１ 事 業 概 要  

令和 3 年 5 月 28 日に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推 

進するための医療法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 49 号）が公布・一部施

行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」が創設されました。 

  地域医療構想に基づき、以下に掲げる事業を行う県内医療機関に対し給付金を支給す

ることにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援します。該当する場合は詳細を

お伝えしますので、医務課医療企画担当（055-223-1480）へお問い合わせください。 

 

２ 対 象 事 業 者 

①単独支援給付金 

   平成30年7月1日時点の機能について、高度急性期機能、急性期機能、及び慢性 

期機能（以下「対象３区分」）を選択した病棟の稼働病床数を報告し、いずれかの病

床を削減する医療機関 

 ②統合支援給付金 

   複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機 

能再編を実施し統合する（統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診 

療所化又は無床診療所化も含む。）となる）場合、当該統合に参加する医療機関 

 ③債務整理支援給付金 

   地域医療構想に即した病床削減を実施し統合する複数の医療機関のうち、統合 

によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新た 

に融資を受けた統合後に存続する医療機関 

資料２－５ 



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）

1
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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１ 構想区域のグランドデザイン

～峡南構想区域で目指す医療提供体制のあり方～

「新たな地域医療構想」に関するとりまとめ概要について
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R6.12.18「新たな地域医療構想に関する検討会とりまとめ概要」
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